
運 営 規 程 

 

訪問入浴サービスステーション青空（訪問入浴介護事業） 

 

（事業の目的） 

第１条 この事業所が行う訪問入浴介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、

居宅における入浴の援助を行うことにより、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等

を図り、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるように、支援することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。 

二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切は介護技術を持っ

てサービスの提供を行う。 

四 指定訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１名及び介護職員２名をもって

行うものとする。 

五 サービスの提供に用いる設備、器具等の安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体

に接触する設備、器具等は、サービスの提供毎に消毒したものを使用するものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 この事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 

一 名 称 訪問入浴サービスステーション青空 

二 所在地 三沢市栄町三丁目１２５－１ 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） ※2024年4月1日現在 

第４条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び勤務内容は、次の通りとする。 

（１）管理者 介護福祉士 １名 (常勤兼務) 

   管理者は、従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況

その他の管理を一元的に行う。 

（２）看護職員 准看護師2名（非常勤1名） 

   看護職員は、指定訪問入浴介護の提供に当たる。 

（３）介護職員 訪問介護員養成研修２級課程修了者 1名（非常勤） 

        介護福祉士1名（常勤） 

   介護職員は、指定訪問入浴介護の提供に当たる。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。 

一 営 業 日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 



ただし、正月期間等は休業日とする為。上記以外の曜日をう臨時営業日とし調

整を行う。 

 

二 営業時間 午前９時から午後４時まで 

         ※利用者より上記指定での訪問が不可能な場合は例外としこの限りではない。 

 

（指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額） 

第６条 

１ 指定訪問入浴介護は、利用者の状態又は希望に応じて施設に送迎し、又は居宅を訪問して

サービスを提供する。 

２ 指定訪問入浴介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの

とし、当該指定訪問入浴介護が法定受領サービスである時は市町村より交付されている「介

護保険負担割合証」に基づき基本料金の１割、もしくは２割、３割の額なる。 

３ 通常の事業の実施地域以外の居宅において行う指定訪問入浴介護に要した交通費は、以下

の額を徴収する。 

（１）通常の事業の実施地域を超えてから片道１５ｋｍ未満  ６００円 

（２）通常の事業の実施地域を超えてから片道１５ｋｍ以上 １,０００円 

４ 通常の事業の実施地域以外の居宅において、指定訪問入浴介護を行う場合、及び特別な浴

槽水等を選定する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、提供するサービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第７条 通常の事業の実施地域は、三沢市、六戸町、おいらせ町、六ケ所村の区域とする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第８条 指定訪問入浴介護を利用するに当たり、利用者及びその家族は事業所の定める諸規則を遵

守し、次の通り事業所との連携を図るものとする。 

一 発熱の有無、摂食状況等健康状態を連絡する。 

二 利用者及びその家族の感染症の有無を連絡する。 

三 食事は介護を受ける１時間までに済ませる。 

 

（緊急時における対応方法） 

第９条 看護職員及び介護職員等は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講ずるとともに、担当介護支援専門員、及び訪問入浴管理者に報告し

なければならない。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１０条 事業所は利用者に対する虐待の発生、再発を防止するため早期に発見して迅速かつ適切

な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。 

（１）虐待の発生、再発防止、対策を検討する委員会を設置し、定期的（4月、7月、10月、1月）

に開催し、従事者へ周知する。 

（２）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を年一回以上実施。 

（３）上記（1）（2）を適切に実施するために担当者を設置する。（常勤職員から選任） 

（４）成年後見制度の利用支援 

（５）苦情解決体制の整備 



（その他運営についての留意事項） 

第１１条 従業者は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

２ 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においても、これらの者の秘密を保持

するべき旨を雇用契約の内容とするものである。 

３ サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用

者又はその家族の同意をあらかじめ得ておく。 

４ 職員の資質向上のために、採用時及び年４回の定期的研修を確保する。 

５ 当事業所が提供したサービスに関する、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するた

め、相談及び苦情受付窓口として専属の職員をあてる。また、外部の苦情受付窓口として、

地域ネットワーク型オンブズマン組織「セーフティーネットあおもり」に委託契約する。

詳細は別紙要綱に定めるものとする。 

６ この規程に定めるものの他、この事業所の運営に関する事項は、社会福祉法人と事業所

の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附則 

この規程は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成１２年１２月 １日から施行する。 

この規程は、平成１３年 ６月 １日から施行する。 

この規程は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成１６年 ６月 １日から施行する。 

この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成１９年 ２月 １日から施行する。 

この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２０年 ５月 １日から施行する。 

この規程は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２３年 ５月 １日から施行する。 

この規程は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２５年 ６月 １日から施行する。 

この規程は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２６年１２月 １日から施行する。 

この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２７年 ８月 １日から施行する。 

この規程は、平成２８年 ４月 1日から施行する。 

この規定は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

この規定は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

この規定は、２０１９年 ４月 １日から施行する。 

 この規定は、２０２３年 ４月 １日から施行する。 

 この規程は、２０２４年 ８月 １日から施行する。 


